
 
 
 
 

令和２年 第１１回 
 
 

戸田市教育委員会定例会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和２年１１月１９日（木）午前９時３０分 

戸 田 市 役 所 ３ 階 教 育 委 員 室 

 
 
 

戸田市教育委員会 



第１１回教育委員会（定例会）次第 
 

１ 開会 

 

２ 前回の会議録の承認 

 

３ 教育委員提案  別添 資料№１のとおり 

 

４ 報告事項  別添 資料№２のとおり 

 

５ 議事                                      ページ 

（１）議案 

議案第３３号 戸田市教育委員会会議規則の一部を改正する規則（案）について‥････････１ 

議案第３４号 戸田市海外留学奨学資金等給与条例施行規則の一部を改正する 

規則（案）について･‥･･･‥････････‥････････‥････････‥････････････５ 

 

６ その他 

（１）次回の教育委員会の日程（案） 

令和２年１２月１７日（木）午前９時３０分～ 

（２）その他 

 

７ 閉  会 



議案第３３号 
 

   戸田市教育委員会会議規則の一部を改正する規則（案） 

 戸田市教育委員会会議規則（平成２７年教育委員会規則第３号）の一部を次

のように改正する。 

第６条の次に次の１条を加える。 

第６条の２ 会議は、教育長が必要であると認めるときは、オンラインの方法

（インターネットを通じ、複数の委員が相互に、自由かつ率直に意見を交換

し合うことができる方法をいう。以下同じ。）により行うことができる。た

だし、第１５条第２項の規定による無記名の投票による採決については、こ

の限りでない。 

２ 前項本文の規定により会議を行う場合は、オンラインの方法による参加を

もって、会議への出席とみなす。 

３ 第１項本文の規定により会議を行う場合は、第５条中「場所」とあるのは

「方法」と、第６条第１項中「指定の場所に参集し」とあるのは「参集し」

と読み替えるものとする。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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戸
田
市
教
育
委
員
会
会
議
規
則
新
旧
対
照
表

 

改
正
前

 
改
正
後

(
案
）

 

第
１
条
～
第
６
条

 
（
略
）

 
第
１
条
～
第
６
条

 
（
略
）

 

 
第
６
条
の
２

 
会
議
は
、
教
育
長
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
オ
ン

ラ
イ
ン
の
方
法
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
、
複
数
の
委
員
が
相
互
に
、

自
由
か
つ
率
直
に
意
見
を
交
換
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
方
法
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
１
５
条
第
２
項

の
規
定
に
よ
る
無
記
名
の
投
票
に
よ
る
採
決
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

 

 
２

 
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
会
議
を
行
う
場
合
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の
方
法

に
よ
る
参
加
を
も
っ
て
、
会
議
へ
の
出
席
と
み
な
す
。

 

 
３

 
第
１
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
会
議
を
行
う
場
合
は
、
第
５
条
中
「
場
所
」

と
あ
る
の
は
「
方
法
」
と
、
第
６
条
第
１
項
中
「
指
定
の
場
所
に
参
集
し
」

と
あ
る
の
は
「
参
集
し
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

第
７
条
～
第
２
２
条

 
（
略
）

 
第
７
条
～
第
２
２
条

 
（
略
）

 

附
 
則

 
（
略
）

 
附

 
則

 
（
略
）

 

 
附

 
則

 

 
 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２初初企第 17 号 

令和２年７月 28 日 

 

各都道府県・指定都市総合教育会議担当課長 
殿 

各都道府県・指定都市教育委員会総務担当課長 

 

     文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長 

                        浅 野 敦 行 

 

                                                                                      （印影印刷） 

 

 

オンライン会議システム等を活用した総合教育会議及び教育委員会の会議

の開催について（通知） 

 

 

近時，新型コロナウイルス感染症への対応として，可能な限り接触機会を低減させる

ため，オンライン会議システム等を活用して総合教育会議や教育委員会の会議を開催す

る必要性が高まっているところです。 

今般，このことについて，下記のとおり文部科学省としての考え方をまとめましたの

で，総合教育会議等の運営に当たり，これを参考としてくださいますようお願いします。 

 このことについて，都道府県総合教育会議担当課長におかれては域内の市（政令指

定都市を除く。以下同じ。）区町村に対し，都道府県教育委員会総務担当課長におかれ

ては域内の市区町村教育委員会に対して周知くださいますようお願いします。 

 

記 

 

１．オンライン会議システム等を活用した会議の開催について 

 合議体として，複数の構成員が相互に，自由，率直に意見を交換し合うことによって，

適切に意思決定を行うことができる限り，必要に応じ教育委員会規則等の整備を図った

上で，オンライン会議システムやテレビ会議システムを活用して総合教育会議や教育委

員会の会議を開催することも可能と考えること。 

その場合，例えば，会議の構成員の全員又は一部がオンライン会議システム等を活用

して会議に出席する方法が考えられること。 

 また，この場合の出席については，構成員がオンライン会議システム等を活用して発

言等ができる状態になること，議決については，構成員がオンライン会議システム等を

活用して任意の方法により表決に加わり，議事を決することなどとして考えることがで

きること。 

 新型コロナウイルス感染症への対応に伴い，オンライン会議システム等を活用

して総合教育会議及び教育委員会の会議を開催する場合における文部科学省と

しての考え方についてまとめましたので送付します。 
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２．会議の公開について 

オンライン会議システム等を活用して開催する総合教育会議等の公開については，会

議の資料及びオンライン会議システム等の映像と音声を同時にインターネット上で配

信することなどにより行うことが考えられること。 

 また，会議を対面の方法により行う場合であっても，傍聴を希望する者に対しては，

会議の模様をインターネット上で配信することにより公開することも考えられること。 

なお，会議の模様を録画したものを後日配信することによって公開したものとするこ

とについては，元来会議はそれを傍聴させることにより公開されるものであることを踏

まえ，慎重に判断する必要があること。 

３．議事録の作成と公表について 

 会議の議事録については，その閲覧を希望する者による検索を容易にする観点等から，

会議の模様を録画したものが公開され，ホームページ上等で継続的に閲覧できる状態で

あったとしても，適切に作成し，公表するよう努める必要があること。 

なお，音声認識技術の活用により議事録作成に係る作業の効率化を図るなどの工夫も

考えられること。 

４．オンライン会議システム等を活用して会議を開催する場合の留意点について 

オンライン会議システム等を活用して総合教育会議等を開催する場合には，以下の点

に留意すること。 

・通信障害等により議事の進行に障害が生じた場合における対応をあらかじめ検討し，

必要に応じ代替手段を確保しておくこと。

・非公開とすべき議事の情報について，誤り又は不正なアクセスにより漏えいすること

のないよう，また，不正なアクセスにより議事が妨害されることのないよう，地方公

共団体の情報セキュリティポリシーにのっとり適切な対策を講じること。

・会議の資料とする著作物について，公衆送信権等の著作権の取扱いに留意すること。 

５．通常時におけるオンライン会議システム等を活用した会議の開催について 

オンライン会議システム等を活用して総合教育会議等を開催することについては，今

般の新型コロナウイルス感染症への対応という目的以外にも，例えば遠隔地にいる構成

員の参加を容易にすることなどにも資することが考えられるところであり，通常時にお

いても，上記１から４に留意して行うことも考えられること。 

＜本件連絡先＞ 

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課地方教育行政係

ＴＥＬ：０３－５２５３－４１１１（内線４６７８）
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議案第３４号 

  戸田市海外留学奨学資金等給与条例施行規則の一部を改正する規則（案） 

 戸田市海外留学奨学資金等給与条例施行規則（昭和５３年教育委員会規則第

３号）の一部を次のように改正する。 

別表英語圏の部トーイックの項中「５３０点」を「５５０点」に改め、フラ

ンス語圏の部フランス国民教育省認定フランス語資格試験の項中「ＤＥＬＦ―

ＤＡＬＦ試験管理センター」を「日本フランス語試験管理センター」に改め、

スペイン語圏の部デレの項中「セルバンテス文化センター」を「インスティト

ゥト・セルバンテス東京」に改め、上記以外の部中「英語圏と同じ」を「留学

先の言語に係る語学検定試験の結果がヨーロッパ言語共通参照枠（ＣＥＦＲ）

Ｂ１レベル相当以上であること。ただし、これにより難い場合は、英語圏の基

準による。」に改める。 

第１号様式を別記のように改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際既に奨学資金等の給与決定を受けている者については、

なお従前の例による。 
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第１号様式（第４条関係）

年   月   日

  戸 田 市 海 外 留 学 奨 学 資 金 等 給 与 申 請 書

  （宛先）

    戸田市長

写 真 貼 付 

５×５センチメートル  

上半身脱帽３月以内に

撮影したもの  

氏   名 印

 私は、戸田市海外留学奨学資金等の給与を受けたいので、関係書類を添えて申請いたし

ます。  

ふ り が な 
生年月日

及び年齢
年 月 日

歳氏 名 

現 住 所 電 話 

学 校 名 
  学部  学科

学年   課程 専攻

希望留学国

希 望 す る 

大 学 名 

留学先での  

専 攻 科 目 

留 学 期 間 年  月 日  ～  年  月  日  （  月間）  

父 

(母) 

氏 名 

現 住 所     電  話

職 業 

勤 務 先 

留学を希望  

す る 理 由 

添付書類  １ 住民票の写し（世帯全員）  ２  世帯全員の市税完納証明書

３ 在学証明書、卒業証明書又は高等学校卒業程度認定試験の合格証明書

４ 父母及び本人の所得証明書 ５ 父母等の同意書

６ 健康診断書 ７ 成績証明書

８ 語学力証明書
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戸
田
市
海
外
留
学
奨
学
資
金
等
給
与
条
例
施
行
規
則
新
旧
対
照
表

 

改
正
前

 
改
正
後

(
案
）

 

本
則

 
（
略
）

 
本
則

 
（
略
）

 

附
 
則

 
（
略
）

 
附

 
則

 
（
略
）

 

附
 
則

 

（
施
行
期
日
）

 

１
 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
経
過
措
置
）

 

２
 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
既
に
奨
学
資
金
等
の
給
与
決
定
を
受
け
て
い
る

者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

別
表
（
第
２
条
関
係
）

 
別
表
（
第
２
条
関
係
）

 

留
学
先
言
語
圏

 
試
験
名

 
語
学
力
要
件

 
試
験
実
施
者

 

英
語
圏

 
（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 

ト
ー
イ
ッ
ク

５
３
０
点
以
上

 
一
般
財
団
法
人
国
際

ビ
ジ
ネ
ス
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
協
会

（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 

フ
ラ
ン
ス
語
圏

（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 

フ
ラ
ン
ス
国
民
教
育

省
認
定
フ
ラ
ン
ス
語

資
格
試
験

 

Ｄ
Ｅ
Ｌ
Ｆ

 
Ｂ
１
以

上
 

Ｄ
Ｅ
Ｌ
Ｆ
―
Ｄ
Ａ
Ｌ

Ｆ
試
験
管
理
セ
ン
タ

ー
 

ス
ペ
イ
ン
語
圏

（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 

デ
レ

 
Ｂ
１
以
上

 
セ
ル
バ
ン
テ
ス
文
化

セ
ン
タ
ー

留
学
先
言
語
圏

 
試
験
名

 
語
学
力
要
件

 
試
験
実
施
者

 

英
語
圏

 
（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 

ト
ー
イ
ッ
ク

５
５
０
点
以
上

 
一
般
財
団
法
人
国
際

ビ
ジ
ネ
ス
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
協
会

（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 

フ
ラ
ン
ス
語
圏

（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 

フ
ラ
ン
ス
国
民
教
育

省
認
定
フ
ラ
ン
ス
語

資
格
試
験

 

Ｄ
Ｅ
Ｌ
Ｆ

 
Ｂ
１
以

上
 

日
本
フ
ラ
ン
ス
語
試

験
管
理
セ
ン
タ
ー

 

ス
ペ
イ
ン
語
圏

（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 

デ
レ

 
Ｂ
１
以
上

 
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ

ト
・
セ
ル
バ
ン
テ
ス
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戸
田
市
海
外
留
学
奨
学
資
金
等
給
与
条
例
施
行
規
則
新
旧
対
照
表

 

改
正
前

 
改
正
後

(
案
）

 

（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 

上
記
以
外

 
英
語
圏
と
同
じ

 

東
京

 

（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 

上
記
以
外

 
留
学
先
の
言
語
に
係
る
語
学
検
定
試
験
の
結
果
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
言
語
共
通
参
照
枠
（
Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｒ
）
Ｂ
１
レ
ベ
ル
相
当
以
上
で

あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
英
語
圏
の

基
準
に
よ
る
。

 

様
式

 
（
略
）

 
様
式

 
（
略
）
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戸
田
市
海
外
留
学
奨
学
資
金
等
給
与
条
例
施
行
規
則
新
旧
対
照
表

 

改
正
前

 
改
正
後

(
案
）

 

第
２
号
様
式
～
第
４
号
様
式

 
（
略
）

 
第
２
号
様
式
～
第
４
号
様
式

 
（
略
）
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資料 ＮＯ．１ 
 
 
 
 
 
 

教育委員提案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和２年第１１回教育委員会(定例会) 

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ９ 日 ( 木 ) 

戸 田 市 役 所 ３ 階  教 育 委 員 室 

 



１ 教育委員提案 
ページ 

 
① 経済的支援を必要とする方への支援について（仙波委員）･･･････････････････････････････１ 
（教育総務課・学務課・学校給食課） 

 
② デジタル教科書の今後の展望について（鈴木委員）････････････････････････････････････１３ 
（教育総務課・教育政策室） 

 



経済的⽀援を必要とする⽅に対する
⽀援について

令和２年１１⽉１９⽇（⽊） 教育総務課

制度の種類について（⼾⽥市）
貸付型

1. 奨学資⾦貸付制度
2. ⼊学準備⾦貸付制度

給付型
1. 未来へはばたく⼈材育成資⾦給付制度

国公⽴⾼等学校奨学給付⾦
海外体験給付⾦

教育委員提案①
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奨学資⾦貸付制度
経済的な理由により修学困難な世帯の⽣徒及び学⽣本⼈に選考のう
え、奨学資⾦を貸付を⾏う制度（⽣徒・学⽣本⼈が対象）

申請条件
① ⾼等学校、⾼等専⾨学校、専修学校、⼤学、短期⼤学、⾼等専⾨学校

以上の学校に在学中または、⼊学を許可された⼈（⼤学院は対象外です。）
② ⼾⽥市内に居住している世帯であること
③ 市税等を完納している世帯であること
④ ⼾⽥市内に居住し市区町村⺠税を課税され、市税等を完納している連帯保証⼈

があること親権者可）
⑤ 世帯の所得が低く、学資が不⼗分であること

原則として同⼀世帯の市区町村⺠税課税標準額の合計が５００万円未満の世帯

 貸付額

 申請者数・決定者数・不採⽤者数・辞退者数の推移

28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度

申請者数 40⼈ 39⼈ 23⼈ 17⼈ 25⼈

決定者数 40⼈ 39⼈ 23⼈ 17⼈ 25⼈

不採⽤者数 0⼈ 0⼈ 0⼈ 0⼈ 0⼈

区分 貸付額（⽉額）
⾼等学校、⾼等専⾨学校（１学年〜３学
年）、専修学校⾼等課程

国公⽴10,000円
私 ⽴15,000円

⼤学、短期⼤学、⾼等専⾨学校（４学年
および５学年）、専修学校専⾨課程

国公⽴20,000円
私 ⽴25,000円
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⼊学準備⾦貸付制度
⾼等学校、専修学校⼜は⼤学に⼊学を希望する⽣徒・学⽣の

保護者で⼊学準備⾦の調達が困難な⽅に、選考のうえ⼊学準備⾦
の貸付を⾏う制度（⽣徒・学⽣の保護者が対象）

 申請条件
① ⾼等学校、⾼等専⾨学校、専修学校、⼤学、短期⼤学、専修学校

以上の学校に⼊学を希望する者の保護者であること。（⼤学院は対象外です。）
② ⼾⽥市内に居住していること
③ 市税等を完納していること
④ ⼾⽥市内に居住し申請者と別世帯の独⽴の⽣計を営む満20歳以上であり、市税等

を完納し、債務を弁済し得る資⼒があると認められる連帯保証⼈があること。
⑤ 世帯の所得が低く、学資が不⼗分であること

原則として同⼀世帯の市区町村⺠税課税標準額の合計が５００万円未満の世帯

 貸付額

 申請者数・決定者数・不採⽤者数・辞退者数の推移

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

申請者数 42⼈ 36⼈ 27⼈ 16⼈ 28⼈

決定者数 42⼈ 36⼈ 27⼈ 16⼈ 28⼈

不採⽤者数 0⼈ 0⼈ 0⼈ 0⼈ 0⼈

辞退者数 3⼈ 1⼈ 0⼈ 1⼈ 2⼈

貸付者数 39⼈ 35⼈ 27⼈ 15⼈ 26⼈

学校 貸付限度額

⾼校・⾼専・専修学校⾼等課程 国公⽴ ３０万円
私 ⽴ ５０万円

⼤学・短⼤・専修学校専⾨課程 国公⽴ ４０万円
私 ⽴ ６０万円
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未来へはばたく⼈材育成資⾦給付制度
進学の意欲、能⼒等を有しながら、経済的な理由によって進学または
修学が困難な⽣徒本⼈に、返済不要の給付型奨学⾦の給付を⾏う制度

 制度設⽴の趣旨
⼾⽥市名誉市⺠である⼾⽥中央総合病院グループ会⻑の中村隆俊様から、本市在住

の中学⽣及び⾼校⽣の教育の向上・振興のため、平成２９年１⽉に２億円の寄附をい
ただきました。
グローバルな今の時代、未来の宝である⼦供たち、特に経済的な理由により修学困

難な⼦供でも平等に世界に⾶び込める後押しとなる制度を創設してほしいとの中村様
の御意向を受け開始しました。

国公⽴⾼等学校奨学給付⾦
平成３０年度進学者から実施
海外体験給付⾦
平成３０年度⻘少年海外派遣事業参加者から実施

1. 国公⽴⾼等学校奨学給付⾦
国公⽴⾼等学校における授業料以外の教科書代や学⽤品、

学校外活動にかかる費⽤の⼀部を給付（返済不要）します。

 申請条件
① ⼾⽥市に住所を有すること（遠隔地の国公⽴⾼等学校へ通うため⼀時的に

市外居住する場合を除く。）。
② 申請者及びその者と同⼀の世帯に属する者が市税を完納していること。
③ ⼾⽥市⽴中学校に在籍し、成績優秀にして成業の⾒込みがある者で、当該

在籍する中学校の校⻑が推薦したものであること。
④ 国公⽴⾼等学校に⼊学を許可される⾒込みであること。
⑤ 修学の意欲が旺盛であること。
⑥ 本給付⾦申請年度における市町村⺠税の所得割の額がない世帯⼜は⽣活保

護を受給している世帯であること。
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 給付額
⽉額15,000円（年額180,000円）

 申請者数・決定者数・不採⽤者数の推移

29年度 30年度 元年度

申請者数 2⼈ 4⼈ 4⼈

決定者数 2⼈ 3⼈ 4⼈

国公⽴⾼校
不合格者数 0⼈ 1⼈ 0⼈

不採⽤者数 0⼈ 0⼈ 0⼈

2.海外体験給付⾦
豊かな国際感覚と国際社会に⽣きる⽇本⼈としての⾃覚と責任感
を養うため、⼾⽥市国際交流協会が実施する⻘少年海外派遣事業
に参加する費⽤の⼀部を給付（返済不要）します。

 申請条件
① ⼾⽥市に住所を有すること。
② 申請者及びその者と同⼀の世帯に属する者が市税を完納していること。
③ ⼾⽥市国際交流協会が実施する⻘少年海外派遣事業への参加を許可された

者であること。
④ 国際交流の意欲が旺盛であること。
⑤ 本給付⾦申請年度における市町村⺠税の所得割の額がない世帯⼜は⽣活保

護を受給している世帯であること。
⑥ 過去に海外体験給付⾦の給付を受けていないこと。

 給付額
⼾⽥市国際交流協会が実施する⻘少年海外派遣事業に係る費⽤のうち、個⼈

的な経費（旅券取得費⽤、雑費、⼩遣い等）を除いた⾃⼰負担分の全額
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 申請者数・決定者数・不採⽤者数の推移

※ 令和２年度は、新型コロナウイスの感染拡⼤の影響により、
⻘少年海外派遣事業は中⽌

30年度 元年度 ２年度

申請者数 1⼈ 0⼈ -

決定者数 1⼈ 0⼈ -

不採⽤者数 0⼈ 0⼈ -

制度の種類について（埼⽟県）
教育費 ⽀援制度名及び概要 国公⽴ 私⽴

①⼊学料・授業料

⾼等学校修学⽀援⾦制度
国が⽣徒に代わり⾼等学校の授業料を負担する制度
（要件︓世帯年収約９１０万円未満）

〇 〇
⼊学料・授業料減免制度
⼊学料や授業料を免除する制度
（要件︓家計急変世帯、市町村⺠税所得割⾮課税世帯）

〇 ―

⽗⺟負担軽減事業補助制度
県内在住、県内私⽴⾼等学校等に通う世帯へ授業料等を補助する制度
（要件︓世帯年収約７２０万円未満）

― 〇

②授業料以外の
教育費

奨学のための給付⾦制度
学⽤品など授業料以外の教育費の⼀部を給付する制度
（要件︓⽣活保護受給世帯、道府県⺠税及び市町村⺠税所得割⾮課税

世帯、家計急変世帯）
〇 〇

⽗⺟負担軽減事業補助制度
県内在住、県内私⽴⾼等学校等に通う世帯へ施設費等を補助する制度
（要件︓世帯年収約５００万円未満）

― 〇
③教育費全般

埼⽟県⾼等学校等奨学⾦制度
⾼等学校で学ぶための費⽤を無利⼦で貸し出す制度（要返還） 〇 〇
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制度の種類について（⽇本学⽣⽀援機構）
1.貸与型奨学⾦
 対象となる学校

⼤学・短期⼤学・⾼等専⾨学校（４年・５年）・専⾨学校

① 第⼀種（無利⼦）
特に優れた学⽣及び⽣徒で経済的理由により著しく修学困難な
⼈へ貸与

② 第⼆種（利息付）
第⼀種奨学⾦より緩やかな基準によって選考された⼈に貸与

③ ⼊学時特別増額（利息付）
第⼀種奨学⾦または第⼆種奨学⾦に加えて、⼊学した⽉の分の
奨学⾦の⽉額に⼀時⾦として増額して貸与

2. 給付型奨学⾦（平成２９年度より開始）
 対象者

住⺠税⾮課税世帯及びそれに準じる世帯
※要件を満たす学⽣全員が⽀援を受けられる

 対象となる学校
⼤学・短期⼤学・⾼等専⾨学校（４年・５年）・専⾨学校

 ⽀援額
収⼊基準に基づく区分（３段階）、学校の設置者、通学形態
により決定

２０２０年４⽉から新制度が開始となり、給付型奨学⾦の対象となれ
ば、進学先の⼤学等に申し込むことで、授業料・⼊学⾦の免除・減額を
受けることができるようになりました。
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経済的⽀援を必要とする⽅に対する
⽀援について

令和２年１１⽉１９⽇（⽊） 学務課

経済的⽀援関係制度について（学務課）
 毎年度実施している制度

1. 就学援助制度
2. 特別⽀援教育就学奨励費制度

新型コロナ対応緊急⽀援における制度
3. ⼦育て⽀援臨時給付⾦制度
4. 家計が急変した世帯等への就学援助特別認定
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1. 就学援助制度

経済的理由などによって就学困難と認められる小学校、中学校
及び義務教育学校に就学する児童・生徒の保護者に対し、学校で
必要な費用の一部の支援を実施。

就学援助を受けることができる⽅
⼾⽥市に住所を有し、公⽴の⼩・中学校に在籍する児童⽣徒のいる世帯で、

(1) ⽣活保護が廃⽌(停⽌)となった⽅
(2) 児童扶養⼿当を受給している⽅
(3) 同⼀⽣計世帯の所得合計額が認定基準に満たない⽅

(世帯の収⼊額が、⽣活保護基準で測定した需要額の1.3倍未満の世帯)

主な援助の内容
1. 学校給⾷費
2. 学⽤品費・通学⽤品費
3. 校外活動費
4. 新⼊学学⽤品費
5. 修学旅⾏費
6. 林間学校費
7. 卒業アルバム代

認定者数の推移
1. 平成30年3⽉末時点・1562名(全児童⽣徒数に対する認定率13.7%)

2. 平成31年3⽉末時点・1499名(認定率13.0%)

3. 令和2年10⽉末時点・1350名(認定率11.6%)
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2. 特別⽀援教育就学奨励費制度
特別支援学級等へ就学する児童・生徒の保護者に対して、経済的負担を軽減

するため、その世帯の収入額等に応じ、必要な経費の一部の援助を実施。

特別⽀援教育就学奨励費を受けることができる⽅
(1) 特別⽀援学級へ就学する児童・⽣徒の保護者
(2) 学校教育法施⾏令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童・
⽣徒の保護者

[例]◆視⼒障害〜 拡⼤鏡等によっても通常の⽂字等の認識が不可能または著しく困難な程度
◆聴⼒障害〜 補聴器等によっても通常の話声の理解が不可能または著しく困難な程度

※所得制限あり
(世帯の収⼊額が、⽣活保護基準で測定した需要額の2.5倍未満の世帯)

主な援助の内容
1. 学校給⾷費
2. 学⽤品費
3. 校外活動費
4. 新⼊学学⽤品費
5. 修学旅⾏費
6. 林間学校費
7. 通学費(該当者のみ)

認定者数の推移
1. 平成30年3⽉末時点・ 105名
2. 平成31年3⽉末時点・ 84名
3. 令和2年10⽉末時点・ 96名
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3. ⼦育て⽀援臨時給付⾦制度
戸田市独自の新型コロナ対応緊急支援の一つとして、ひとり親・

就学援助世帯に対し、「一律30,000円」の給付金の支給を、

令和2年5月11日(月)に実施した。

⼦育て⽀援臨時給付⾦の受給者
(1) 児童扶養⼿当受給世帯
(2) 就学援助認定世帯
（いずれも、4⽉30⽇時点の認定者。また、⽣活保護世帯は除く）

⼦育て⽀援臨時給付⾦の給付件数
約1,260世帯へ給付を実施

4. 家計が急変した世帯等への就学援助特別認定

通常、就学援助は、前年の所得にて審査を実施し、認定を行う。

⇒ 新型コロナウイルス感染症の影響等により家計が急変した世帯に対し、

家計が急変したことを証明できる書類により、直近の収入状況での特別

審査を実施した。

～ 市福祉相談部局等においても周知を実施し、

新たに3世帯を認定。
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経済的⽀援を必要とする⽅に対する
⽀援について

令和２年１１⽉１９⽇（⽊） 学校給⾷課

学校給⾷費補助⾦
○ 多子世帯の経済的負担を軽減するため、第３子以降の学校給食費の半額を補助する。

○ 対象者：以下の要件を全て満たすこと。

①戸田市立小・中学校に在学している第３子以降の児童生徒
を養育していること。

②１８歳に達する日以後最初の３月３１日までの間にある者
を３人以上養育していること。

③児童手当の受給者であること。
④市税及び同一世帯の給食費に滞納がないこと。
⑤生活保護や公的援助等の公的扶助を受給していないこと。

○ 給食費補助額実績
令和元年度

２３１件（２４２人）
前期 ２，３０５，７７９円
後期 ２，５８６，１８０円
合計 ４，８９１，９５９円

※ ④市税及び同一世帯の給食費の滞納者並びに⑤生活保護、就学援助等の
公的扶助を受給している者を除く。

市内在住者

①第3子以降の児童を養育

②3人の子供が19歳未満 ③児童手当の受給者

○ 申請の流れ
支給については、前期後期の2期制で支給する。

【5月】 【6～9月】 【10～11月】 【前期11月、後期翌年5月】

１ 学校をとおして
申請書を保護へ
配布(全世帯)

２ 申請の受付
(学校給食課)

３ 決定通知を保護へ
送付

４ 前期、後期に分け
指定口座に振込

対
象
者

12



広
域
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
(B
EW

)

デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
(市
内
)

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

L3
SW

⼩
中
学
校
(例
)

幹
線

幹
線

充
電

保
管
庫

ﾌﾛ
ｱS

W

幹
線

L3
SW

教
育
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（
Ed

u-
ne

t）

校
内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

Po
E-

SW

A
P

ﾌﾛ
ｱS

W

ﾌﾛ
ｱS

W

校
務
シ
ス
テ
ム

デ
ジ
タ
ル
教
科
書

フ
ァ
イ
ル
サ
ー
バ

授
業
⽀
援

G
oo

gl
e 

(G
-S

ui
te

)
ミ
ラ
イ
シ
ー
ド

/ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト

︓
緊
急
対
応
（
令
和
２
年
１
１
⽉
開
通
）

⼾
⽥
市
教
育
IC
T環
境
（
Ed
u-
ne
t）
整
備
イ
メ
ー
ジ

幹
線

10
G
化

学
習
者
⽤

端
末
追
加

<
学
習
者
⽤

C
hr

om
eb

oo
k>

Le
no

vo
 5

00
e 

2n
d 

G
en

 (相
当

)
（
内
蔵
式

EM
Rペ
ン
同
梱
）

端
末

(共
⽤

) :
⼩

1,
2

端
末

(個
⼈

) :
⼩

3,
4,

5,
6

中
1,

2,
3

<
充
電
保
管
庫

>
BU

FF
A

LO
 B

C
A

B4
0R

C
 (相
当

)

<
幹
線

>
 1

0G
対
応

(C
at

6A
へ
張
替

)

令
和

2年
7⽉

7⽇
令
和

2年
度
第

1回
教
育

IC
T環
境
整
備
検
討
委
員
会

(G
IG

A
ス
ク
ー
ル
構
想
実
施
に
向
け
た
製
品
選
定

)承
認

<
<
緊
急
対
応

>
>

教
育
ｲﾝ
ﾀｰ
ﾈｯ
ﾄｱ
ｸｾ
ｽ⽤
回
線
の

増
設

/切
替

(R
2/

11
開
通

)

既
存

1G
回
線

︓
G

IG
A
ス
ク
ー
ル
構
想
（
令
和
３
年
４
⽉
運
⽤
開
始
）

<
⼤
型
提
⽰
装
置

>
現
状

55
型
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

今
後

増
築

75
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ

更
改

75
型
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

指
導
者
⽤

端
末

<
<
学
習
系

N
W

>
>

<
指
導
者
⽤

W
in

10
Pr

o>
A

rr
ow

s 
Ta

b 
Q

73
9 

(相
当

)
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
ペ
ン
同
梱
）

端
末
は
全
教
室
に
配
備

<
校
務
⽤

W
in

10
Pr

o>
LI

FE
BO

O
K 

A
57

6/
P 

(相
当

)

<
<
校
務
系

N
W

>
>

教
室 職
員
室

校
務
⽤

端
末

指
導
者
⽤

端
末

A
P

Po
E-

SW

<
<
学
習
系

N
W

>
>

⾼
速

PR
T

サ
ブ

G
サ
ブ

G

教
育
関
連

5
⼩
中

18
校

1G
×

18
L

10
0M
×

5L

1G
×

2L

新
設

1G
×

2L

W
i-F

i ル
ー
タ
ー

⾃
宅

公
共
施
設

フ
リ
ー

W
i-F

i

教
育

委
員

提
案

②

13



⼾⽥市における学習者⽤デジタル教科書の研究
～自ら学ぶ教科書 共有・協働する教科書～

学習者⽤デジタル教科書の制度化（⽂部科学省HPより）

学習者⽤デジタル教科書を制度化する「学校教育法等の⼀部を改正する法
律」等関係法令が平成31年４⽉から施⾏
これまでの紙の教科書を主たる教材として使⽤しながら、必要に応じて学習
者⽤デジタル教科書を併⽤することが可能。
※単独使⽤は各教科等の授業時数の２分の１未満であること。

（紙の教科書との併⽤はこの限りではない）

⼾⽥市における学習者⽤デジタル教科書の研究
～自ら学ぶ教科書 共有・協働する教科書～

学習者⽤デジタル教科書の主な機能

拡⼤機能…⾒たいところを簡単に⼤きくする。
書き込み機能…線を引いたり、書き込んだりする。
ページめくり機能…ページをめくったり、ページを⾶ばす。
保存機能…書き込みを保存し、継続して使⽤する。

基本機能

⽂字⾊・背景⾊を⾒やすい⾊に変更する。
漢字のふりがなを表⽰する。
リフロー表⽰をする。（⽂字を折り返しながら拡⼤表⽰）
⾳声読み上げをする。（読み上げ速度の変更も可能）

特別⽀援機能

教科書の⽂字を抜き出してカードにする。
関連動画を視聴する。
算数・数学の⽴体図形や算数のおはじき等を触って動かしながらの学習をする。
英語のネイティブの発⾳や国語の朗読を視聴する。
動きを伴うアニメーションによる図や資料を視聴する。
教科書準拠問題のドリルを使⽤した学習をする。

学習者⽤デジタル教材との⼀体的な活⽤
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⼾⽥市における学習者⽤デジタル教科書の研究
～自ら学ぶ教科書 共有・協働する教科書～

⼾⽥東⼩学校の実践
平成２８年度より学習者⽤デジタル教科書を使⽤した実証研究
平成２８・２９・３０年度 ⼾⽥市教育委員会研究委嘱
研究主題「⾔葉を通わせ、⼼を通わせ、共に⾼め合う児童の育成」

【対象学年】︓主に４・５年⽣
【 教科 】︓国語科
【使⽤状況】︓効果が⾼そうな単元（「物語⽂」「説明⽂」等）を中⼼に使⽤

〈実際に学習者⽤デジタル教科書を活⽤した効果〉
・漢字フラッシュカードを活⽤することで、教師にとっては負担軽減、児童
にとっては漢字の知識の確実な定着につながった。

・⾃分の考えを推敲するにあたり、紙のノートでは、消しゴムで消す作業や
ペンやマーカー等で書いてしまうときれいに消せないなどの問題があるが、
「マイ⿊板」を活⽤することで書き直しが容易になり、児童の主体的に学
びに向かう態度の育成につながった。

・⾃分の考えを可視化し、相⼿の考えも視覚的に捉えることができるため、
対話的な学びの質の向上につながった。

⼾⽥市における学習者⽤デジタル教科書の研究
～自ら学ぶ教科書 共有・協働する教科書～

・読書活動の場
・読書指の場

・ルビ機能や⽂字の⼤きさを変えて⽂章を読むことができる。
・写真やイラストを細かな部分まで⾒ることができる。

・本⽂に線を引いたり、抜き出したり、⾊分けしたりする
ことで⾃分の考えを可視化することができる。

・⾃分の考えを簡単に書いたり消したりすることができる。
・キーワードや⽮印などで、思考を整理し、構造化すること
ができる。

・友達の考えを視覚的に確認できる。
・友達の考えを聞きながら、メモしたり⾃分の考えを修正
したりするなどの書き込みができる。

児童⼀⼈⼀⼈の特性に応じることができ、
特別な配慮を必要とする児童⽣徒への⼿だて
となった。

課題に対して、試⾏錯誤しながら⾃分なりの
考えをもつことができ、グループ学習への
意欲が⾼まった。

友達の思考の流れを確認しながら、他者に
質問したり、答えたりすることができ、対話
の質が⾼まった。

・⽂字が⼤きくなったり、漢字の読み⽅が書いてあるから、
⾳読しやすい。

・「ありの⾏列」の実験を本⽂に書いてあるとおりにイラストを
動かして、表現することができたのでとてもよくわかった。

（３年⽣ ありの⾏列より）
・簡単に書き直せるから、⾃分の思ったことを書いてみよう
と思えるようになった。

・友達の考えが⽬で⾒てわかるから、どうしてそう考えたのか聞
いてみたくなる。

学習者⽤デジタル教科書活⽤の利点 学習者⽤デジタル教科書活⽤の成果
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⼾⽥市における学習者⽤デジタル教科書の研究
～自ら学ぶ教科書 共有・協働する教科書～

主な活⽤例１ 漢字フラッシュカードによる個別の漢字学習

児童は各⾃の習熟度に合わせて学習することができる。
事前の準備も不要で、教師の負担軽減につながる。

⼾⽥市における学習者⽤デジタル教科書の研究
～自ら学ぶ教科書 共有・協働する教科書～

主な活⽤例２ 「マイ⿊板」に⾃分の考えを可視化する

画⾯の本⽂をなぞることで、その部分を「マイ⿊
板」の画⾯内でカードにできる。また、吹き出しや
書き込み、付箋の使⽤もできることで、⾃分の考え
を容易に可視化することができる。
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⼾⽥市における学習者⽤デジタル教科書の研究
～自ら学ぶ教科書 共有・協働する教科書～

主な活⽤例３ 各⾃が「マイ⿊板」を持ち寄っての話合い

あらかじめ、⾃分の考えを「マイ⿊板」に可視化しておくことで、
それぞれの考えが伝わりやすくなり、話合いの活性化につながる。

⼾⽥市における学習者⽤デジタル教科書の研究
～自ら学ぶ教科書 共有・協働する教科書～

主な活⽤例４ 児童⽣徒が必要に応じて画⾯を拡⼤したり、図
や動画などの資料を視聴する。
（特別な⽀援を要する児童⽣徒への⽀援）
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⼾⽥市における学習者⽤デジタル教科書の研究
～自ら学ぶ教科書 共有・協働する教科書～

主な活⽤例５ 「マイ⿊板」のデータは保存され、個別の学習
の記録が蓄積される。過去の⾃分の考えと⽐較するなど学習の
記録を活⽤することで「個別最適な学び」につながる。

⼾⽥市における学習者⽤デジタル教科書の研究
～自ら学ぶ教科書 共有・協働する教科書～

学びの保障・充実のための学習者⽤デジタル教科書実証事業
⽂部科学省 「令和３年度概算要求のポイント」より

・１⼈１台端末の環境等が整っている⼩・中学校等を対象として、
デジタル教科書（付属教材を含む）を提供し普及促進を図る。

・宿題など学校の授業以外の場でも活⽤できるよう、パブリック
クラウドを使⽤した供給⽅式とする。

・⼤規模な提供に当たって⽣じる課題等について報告を求める。

K国・公・私⽴の⼩学校５・６年⽣、中学校全学年、義務教育学
校、中等教育学校（前期課程のみ）及び特別⽀援学校（⼩学
部・中学部）の相当する学年

対象
校種・学年

⼩学校５・６年⽣の１教科、中学校全学年の２教科分の学習者
⽤デジタル教科書（付属教材を含む）経費全額

対象の
経費
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報告事項①

中学校選択制による入学希望校 最終申込状況について 

  令和 2 年 10 月 21 日締切  

学  校  名  
Ａ 通 学 区 域 内

で 希 望 し た  
児 童 数 (⼈ ) 

Ｂ 通 学 区 域
外 か ら 希 望
し た 児 童 数

(⼈ ) 

Ｃ 通 学 区 域
外 児 童 受 ⼊  
定 員 数 (⼈ ) 

合 計 希 望 数
(⼈ )Ａ ＋ Ｂ  

⼾ ⽥ 中 学 校  220 23 35 243 

⼾ ⽥ 東 中 学 校  164 18 35 182 

美 笹 中 学 校  100 3 35 103 

喜 沢 中 学 校  169 7 20 176 

新 曽 中 学 校  374 18 35 392 

笹 ⽬ 中 学 校  190 25 35 215 
⼾ ⽥ 中 学 校  

(特 別 ⽀ 援 学 級 ) 5 0 5 
美 笹 中 学 校  

(特 別 ⽀ 援 学 級 ) 5 1 6 
喜 沢 中 学 校  

(特 別 ⽀ 援 学 級 ) 2 2 4 
笹 ⽬ 中 学 校  

(特 別 ⽀ 援 学 級 ) 2 1 3 

合   計  1,231 98 1,329 

※ 昨年度に引き続き、今年度も抽選対象校はありません。
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策
の
立
案
、
個
別
最
適
な
学
び

の
実

現
や

「
教

室
を
科

学
す
る
」
取

組
の

推
進

を
目

指
し
ま
す
。

主
な
施

策
・
戸

田
市

教
育

政
策

シ
ン
ク
タ
ン
ク

（
※

７
）
を
中

心
と
し
た
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
推

進
体

制
の

整
備

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指

標
等

に
基

づ
く
継

続
的

な
状

況
把

握
・
教

育
活

動
や

政
策

の
効

果
等

に
関

す
る
研

究
の

推
進

と
研

究
成

果
の

公
表

・
個

人
情

報
保

護
や

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

（
※

８
）
確
保
の
取
組

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

に
つ
い
て

と
だ
っ
子

や
り
抜

く
力

で
未

来
に
夢

を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

こ
れ

か
ら

の
社

会
の

展
望

と
教

育
の

方
向

性

グ
ロ
ー
バ

ル
化

や
情

報
化

が
進

み
、
社

会
が

加
速

度
的

に
変

化
し
て
い
く
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉｅ
ｔｙ
５
.０

（※
１
）
の
時
代
を
生
き
る
子
供
た
ち
に
必
要

な
力

を
育

め
る
よ
う
、
日

本
型

教
育

の
よ
さ
も
踏

ま
え
な
が

ら
、
先

進
的

な
取

組
を
推

進
し
ま
す
。
そ
し
て
、
学

校
・
家

庭
・
地

域
が

一
体

と
な
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ

の
役

割
の

も
と
協

力
し
あ
い
、
子

供
た
ち
を
見

守
り
、
育
て
て
い
く
ま
ち
を
目
指
し
ま
す
。

※
計
画
期
間
：

令
和

３
年

度
～

令
和

７
年

度

（
※

）
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版

で
は

、
主

な
施

策
に
つ
い
て
詳

細
情

報
へ

の
リ
ン
ク
を
設

定
し
て
お
り
、
各

項
目

を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、
当

該
事

業
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

に
遷

移
し
ま
す
（
一

部
の

項
目

を
除

く
。
）
。

と
だ
っ
子
が
、
学
力
な
ど
の
「
認
知
能
力
」
だ
け
で
な
く
、
好
奇
心
や
自
制
心
、
や
り
抜
く
力
な
ど
の
「
非
認
知
能
力
」
を
身
に
付
け
、
夢
や
希
望
を
持
ち
、
持
続
可
能
な
社
会

の
実
現
に
向
け
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

（
※

２
）を

備
え
て
２
１
世
紀
を
主
体
的
に
生
き
抜
い
て
ほ
し
い
と
の
思
い
か
ら
定
め
て
い
ま
す
。
や
り
抜
く
力
は
、
自
ら
設
定
し
た
ゴ
ー
ル
に

向
け
て
、
努
力
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
力
の
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
「
非
認
知
能
力
」
は
、
人
生
の
成
功
に
非
常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
が
諸
外
国
の
研
究
で
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

報
告
事
項
②

2



モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指

標

本
計
画
を
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
の

核
と
な
る
も
の

と
位

置
づ
け
、
デ
ー
タ
に
基

づ
い
て
実

態
を
と
ら
え
施

策
を
見

直
し
て
い
く
た
め
の
手
立
て
と
な
る
よ
う
な
指
標
と
し
て
、
以

下
の

指
標

を
設

定
し
て
い
ま
す
。

・
障

害
福

祉
に
係

る
相

談
窓

口
の

相
談

件
数

・
不

登
校

児
童

生
徒

の
教

育
機

会
の

確
保

状
況

・
民

間
事

業
者

と
連

携
し
た
学

習
機

会
の

提
供

回
数

（
学

校
内

、
学

校
外

を
会

場
と
す
る
も
の

）
・
地

場
食

材
の

活
用

や
食

育
の

取
組

状
況

・
障

害
児

相
談

支
援

利
用

者
数

・
１
歳

８
か

月
検

診
、
３
歳

６
か

月
検

診
の

平
均

受
診

率

【
参

考
２
】
用

語
解

説
（
※

１
）
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉｅ
ｔｙ
５
．
０
（
超
ス
マ
ー
ト
社
会
）
…
狩

猟
社

会
（
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉｅ
ｔｙ
１
．
０
）
、
農

耕
社

会
（
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉｅ
ｔｙ
２
．
０
）
、
工

業
社

会
（
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉｅ
ｔｙ
３
．
０
）
、
情

報
社

会
（
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉｅ
ｔｙ
４
．
０
）
に
続
く
、
新
た
な
社
会
を
指
す
言
葉

。
技
術

革

新
の

進
展

に
よ
り
、
今

後
日

本
の

労
働

人
口

の
約

半
数

が
就

い
て
い
る
職

業
が

技
術

的
に
は

Ａ
Ｉや

ロ
ボ
ッ
ト
な
ど
に
代

替
で
き
る
よ
う
に
な
る
可

能
性

や
、
こ
れ

ま
で
に
な
か

っ
た
新

た
な
仕

事
が

生
ま
れ

る
こ
と
で
、

雇
用
形
態
や
労
働
市
場
を
大
き
く
変

容
さ
せ
る
可
能
性

が
指

摘
さ
れ

て
い
ま
す
。

（
※

２
）
自
ら
考
え
、
主
体

的
に
行
動
し
て
、
責

任
を
も
っ
て
社

会
変

革
を
実

現
し
て
い
く
力

。
将

来
的

な
目

標
を
見

据
え
る
力

、
批

判
的

思
考

力
、
現

状
に
疑

問
を
持

つ
力
な
ど
。

（
※

３
）
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
学
習

…
対

面
指
導

と
オ
ン
ラ
イ
ン
を
効
果

的
に
組
み
合

わ
せ

た
学
習

。
（
※

４
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル

（
学

校
運

営
協

議
会

制
度

）
…
保

護
者

や
地

域
住

民
な
ど
か

ら
構

成
さ
れ

る
学

校
運

営
協

議
会

を
設

置
し
､学

校
運

営
の

基
本

方
針

を
承

認
し
た
り
､教

育
活

動
な
ど
に
つ
い
て
意

見
を
述

べ
､

学
校

と
保

護
者

や
地

域
の

住
民

が
共

に
知

恵
を
出

し
合

い
な
が

ら
､児

童
生

徒
の

豊
か

な
成

長
を
支

え
て
い
く
仕

組
み

。
（
※

５
）
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
…
Ev
id
en

ce
‐B
as
ed

 P
o
lic
y 
M
ak
in
gの

略
。
客

観
的

な
根

拠
に
基

づ
く
政

策
立

案
の

こ
と
。

（
※

６
）
知
の
リ
ソ
ー
ス
…
リ
ソ
ー
ス
と
は

資
源

や
資

産
を
指

す
言

葉
。
戸

田
市

で
は

産
官

学
と
連

携
し
、
最

先
端

の
知

見
や

シ
ス
テ
ム
を
取

り
入

れ
な
が

ら
教

育
改

革
を
進

め
て
い
き
ま
す
。

（
※

７
）
戸

田
市

教
育

政
策

シ
ン
ク
タ
ン
ク
…
シ
ン
ク
タ
ン
ク
と
は

様
々

な
領

域
の

専
門

家
を
集

め
た
研

究
機

関
を
指

す
言

葉
。
戸

田
市

で
は

令
和
元

年
６
月

か
ら
、
市
の

教
育
政

策
の
調

査
、
研
究

、
分
析
等

を
所

掌
す
る
戸

田
市

教
育

政
策

シ
ン
ク
タ
ン
ク
を
教

育
委

員
会

内
に
設

置
し
て
い
ま
す
。

（
※

８
）
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
…
法

令
遵

守
。
戸

田
市

で
は

関
係

法
令

や
研

究
倫

理
に
も
十

分
な
注

意
を
払

い
な
が

ら
、
様

々
な
研

究
に
取

り
組

ん
で
い
き
ま
す
。

本
計

画
の

紹
介

動
画

は
こ
ち
ら

第
３
期

教
育

振
興

基
本

計
画

（
国

）
は

こ
ち
ら

第
３
期

埼
玉

県
教

育
振

興
基

本
計

画
は

こ
ち
ら

二
次
元

コ
ー
ド

二
次
元

コ
ー
ド

・
子

育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
利

用
者

数
・
こ
ど
も
家

庭
相

談
の

状
況

・
生

涯
学

習
活

動
を
行

っ
て
い
る
市

民
の

割
合

・
市

民
大

学
、
公

民
館

講
座

受
講

者
数

・
国
内
外
姉
妹
、
友
好
都
市
と
の

交
流
件

数
・
プ
ロ
選

手
・
プ
ロ
芸

術
家

と
触

れ
あ
え
る
イ
ベ
ン
ト
数

・
青

少
年

の
居

場
所

の
実

施
施

設
数

・
外

部
研

究
機

関
と
の

共
同

研
究

の
実

施
状

況

・
全

国
学

力
・
学

習
状

況
調

査
に
お
け
る
平

均
正

答
率

・
埼

玉
県

学
力

・
学

習
状

況
調

査
に
お
い
て
学

力
を
伸

ば
し
た
児

童
生

徒
の

割
合

・
授

業
の

内
容

が
わ

か
る
児

童
生

徒
の

割
合

・
中

学
校

卒
業

時
の

英
検

３
級

以
上

取
得

率
・
教

員
の

在
校

等
時

間
の

状
況

・
授

業
支

援
シ
ス
テ
ム
の

活
用

ロ
グ

本
計

画
の

Ｐ
Ｄ
Ｆ
版

は
こ
ち
ら

（
※

）

（
※

）
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版

で
は

、
主

な
施

策
及

び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指

標
に
つ
い
て
詳

細
情

報
へ

の
リ
ン
ク
を
設

定
し
て
お
り
、
各

項
目

を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、
当

該
事

業
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

に
遷

移
し
ま
す
（
一

部
の

項
目

を
除

く
。
）
。

【
参

考
１
】
本

計
画

の
位

置
づ
け
と
策

定
体

制

本
計
画
は
教
育
基

本
法

１
７
条

の
規

定
に
基

づ
い
て
策

定
す
る
、
戸

田
市

に
お
け
る
教

育
振

興
の

た
め
の
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
で
す
。
教
育
改
革
の

基
本
理
念
や
目
標
等
の
大
き
な
方
向
性
を
本
計
画
で
示
し
、
個
別
施
策
の
詳
細
に
つ
い
て
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
掲
載
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
関
係
団
体
へ
の

ア
ン
ケ
ー
ト
、
策
定
委
員
会
で
の
議
論
及
び
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
経
て
、
最
終
的
に
令
和
３
年
３
月
の
定
例
教
育
委
員
会
で
議
決
さ
れ
、
本
計
画
が
策
定
さ
れ
ま
し
た
。

（
※

）
策

定
委
員

会
は
庁

内
の
以

下
の
部

署
の
所

属
長
等

に
よ
り
構
成

さ
れ
ま
し
た
（
各
所

属
名
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、
各

所
属

の
取

組
の

詳
細

を
御

覧
い
た
だ
け
ま
す
。
）
。

・
教

育
総

務
課

・
学

務
課

・
教

育
政

策
室

・
学

校
給

食
課

・
生

涯
学

習
課

・
郷

土
博

物
館

・
協

働
推

進
課

・
文

化
ス
ポ
ー
ツ
課

・
障

害
福

祉
課

・
福

祉
保

健
セ
ン
タ
ー

・
こ
ど
も
家

庭
課

・
保

育
幼

稚
園

室
・
児

童
青

少
年

課
・
戸

田
市

立
小

・
中

学
校

校
長

会

第
４
次

戸
田

市
教

育
振

興
計

画
発

行
・
編

集
：
戸

田
市

・
戸

田
市

教
育

委
員

会
発

行
年

月
：
令

和
３
年

３
月

〒
３
３
５
－

８
５
８
８
埼

玉
県

戸
田

市
上

戸
田

１
丁

目
１
８
番

１
号

電
話

：
０
４
８
－

４
４
１
－

１
８
０
０
（
代

表
）

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
０
４
８
－

４
４
３
－

９
０
３
３
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埼
玉

県
戸

田
市

県
比

較
埼

玉
県

戸
田

市
県

比
較

埼
玉

県
戸

田
市

県
比

較
埼

玉
県

戸
田

市
県

比
較

埼
玉
県

戸
田
市

県
比
較

埼
玉
県

戸
田
市

県
比
較

6
4
.3

6
7
.8

3
.5

6
2
.1

6
5
.6

3
.5

5
8
.8

6
1
.0

2
.2

6
1
.1

6
3
.2

2
.1

6
3
.8

6
4
.7

0
.9

7
2
.7

7
5
.1

2
.4

6
4
.2

6
7
.3

3
.1

6
1
.7

6
3
.9

2
.2

5
9
.0

6
1
.5

2
.5

6
0
.2

6
3
.7

3
.5

5
8
.6

6
1
.4

2
.8

5
7
.7

6
2
.2

4
.5

5
7
.3

5
8
.4

1
.1

5
5
.7

6
0
.2

4
.5

　
　
埼
玉
県
と
戸
田
市
の
H
3
0
～
R
0
2
（
過
去
3
年
間
）
の
学
力
の
レ
ベ
ル
の
伸
び
の
比
較

R
0
2

学
力

の
伸

び
R
0
1

R
0
2

学
力
の
伸
び

H
3
0

R
0
1

R
0
2

学
力
の
伸
び

H
3
0

R
0
1

R
0
2

学
力
の
伸

び
H
3
0

R
0
1

R
0
2

学
力

の
伸

び
H
3
0

R
0
1

R
0
2

学
力
の
伸
び

埼
玉

県
6
-
B

5
-
A

6
-
A

3
6
-
C

6
-
B

7
-
B

3
6
-
A

7
-
B

8
-
C

2
7
-
B

8
-
C

8
-
B

1
8
-
C

8
-
B

9
-
C

2

戸
田

市
6
-
A

6
-
C

7
-
C

3
6
-
B

6
-
A

7
-
A

3
7
-
C

7
-
A

8
-
B

2
7
-
A

8
-
C

8
-
A

2
8
-
C

8
-
A

9
-
B

2

埼
玉

県
5
-
B

5
-
B

6
-
C

2
5
-
B

6
-
B

6
-
A

1
6
-
C

6
-
A

7
-
B

2
6
-
C

7
-
B

8
-
C

2
7
-
B

8
-
C

8
-
A

2

戸
田

市
5
-
B

6
-
C

6
-
C

0
5
-
A

6
-
A

7
-
C

1
6
-
B

7
-
B

7
-
A

1
6
-
B

7
-
A

8
-
B

2
7
-
A

8
-
B

9
-
C

2

埼
玉

県
9
-
B

9
-
C

1
0
-
C

3

戸
田

市
9
-
B

9
-
A

1
0
-
B

2

小
学

校
４

年
生

小
学

校
５

年
生

小
学

校
6
年

生
中

学
校

１
年

生
中

学
校

２
年

生
中

学
校

３
年

生

国
語

算
数

・
数

学

英
語

（
平

均
正

答
率

　
単

位
　

％
）

国
語

算
数

・
数

学

英
語

（
学

力
の

レ
ベ

ル
に

つ
い

て
は

、
次

ペ
-
ジ

参
照

）

小
学

校
４

年
生

小
学

校
５

年
生

小
学

校
6
年

生
中

学
校

１
年

生
中

学
校

２
年

生
中

学
校

３
年

生

令
和

２
年

度
　

埼
玉

県
学

力
・

学
習

状
況

調
査

結
果

【
戸

田
市

】
⼾

⽥
市

教
育

委
員

会
教

育
政

策
室

　
　
埼

玉
県

と
戸

田
市

の
令

和
年

度
平

均
正

答
率

の
比

較

○
戸

田
市

で
は

昨
年

度
と

同
様

、
県

よ
り

も
高

い
学

力
の

レ
ベ

ル
を

維
持

し
つ

つ
、

児
童

生
徒

の
学

力
を

伸
ば

す
こ

と
が

で
き

た
。

▲
全

て
の

学
年

・
教

科
の

中
で

唯
一

、
小

５
の

算
数

の
学

力
レ

ベ
ル

だ
け

は
、

伸
び

が
見

ら
れ

な
か

っ
た

。

○
全

て
の

学
年

、
教

科
、

領
域

等
に

お
い

て
、

県
の

平
均

正
答

率
を

上
回

っ
て

い
る

。

〇
算

数
数

学
で

は
、

お
よ

そ
２

ポ
イ

ン
ト

以
上

、
ど

の
学

年
で

も
県

平
均

を
上

回
っ

て
い

る
。

〇
中

３
で

は
県

の
平

均
正

答
率

を
大

き
く
上

回
っ

て
い

る
。

報
告
事
項
③
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ベ
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ベ
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ベ
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ベ
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ベ
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H
3
0
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0
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の
学
力
の
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ベ
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の
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赤
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R
0
1
→
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0
2
の
伸
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ベ
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①
各

帳
票

に
お

け
る

学
力

の
レ

ベ
ル

に
つ

い
て

各
学

年
ご

と
の

レ
ベ

ル
の

範
囲

数
値

小
4

小
5

小
6

中
1

中
2

中
3

3
6

3
5

3
4

3
3
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1
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0
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ベ
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ベ
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ル
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2
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ル
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B
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C

レ
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ル
5

5
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A

レ
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ル
5

5
-
B

5
-
C

9
-
C

レ
ベ

ル
8

8
-
A

レ
ベ

ル
8

8
-
B

8
-
C

レ
ベ

ル
7

7
-
A

レ
ベ

ル
7

7
-
B

7
-
C

レ
ベ

ル
6

6
-
A

　
【

参
考

】
学

力
の

レ
ベ

ル
に

つ
い

て

レ
ベ

ル
レ

ベ
ル

（
３

分
割

）
レ

ベ
ル

と
は

　
「
学

力
推

定
結

果
の

平
均

値
（
＝

能
力

値
）
」
を

、
学

力
を

測
定

す
る

尺
度

上
で

一
定

の
間

隔
で

分
割

し
て

表
し

た
も

の
で

す
。

①
学

力
の

レ
ベ

ル
は

、
小

学
校

４
年

生
か

ら
中

学
校

３
年

生
ま

で
1
2
の

レ
ベ

ル
に

分
割

し
て

表
し

て
い

ま
す

。

②
１

つ
の

レ
ベ

ル
を

さ
ら

に
３

分
割

し
、

上
か

ら
順

に
A

,B
,C

で
表

し
て

い
ま

す
。

③
レ

ベ
ル

（
３

分
割

）
と

数
値

の
対

応
は

表
の

通
り

で
す

。

④
「
0
1
_教

科
に

関
す

る
調

査
採

点
結

果
」
等

に
記

載
さ

れ
て

い
る

学
力

レ
ベ

ル
は

、
左

の
表

の
「
レ

ベ
ル

（
３

分
割

）
」

で
記

載
し

て
い

ま
す

。

⑤
「
0
1
_教

科
に

関
す

る
調

査
採

点
結

果
」
等

に
記

載
さ

れ
て

い
る

学
力

の
伸

び
は

、
学

力
の

レ
ベ

ル
を

左
の

表
の

「
数

値
」
に

変
換

し
、

そ
の

差
分

を
記

載
し

て
い

ま
す

。

　
学

力
の

レ
ベ

ル
標

記
は

、
１

～
1
2
段

階
あ

り
ま

す
が

、
測

定
は

各
学

年
７

レ
ベ

ル
の

間
で

行
い

ま
す

。
　

各
学

年
の

測
定

範
囲

は
、

各
学

年
を

縦
に

見
た

白
い

部
分

で
す

。

　
１

つ
の

レ
ベ

ル
は

、
そ

れ
ぞ

れ
３

層
に

分
か

れ
て

い
ま

す
。

同
じ

レ
ベ

ル
の

中
で

、
ス

モ
-
ル

ス
テ

ッ
プ

の
伸

び
を

表
し

ま
す

。
例

え
ば

、
同

じ
レ

ベ
ル

５
の

中
で

も
、

学
力

の
レ

ベ
ル

が
高

く
な

る
と

バ
-
の

位
置

が
変

わ
り

ま
す

。

　
前

学
年

で
の

バ
-
の

位
置

と
、

今
回

の
バ

-
の

位
置

を
比

べ
る

と
、

学
力

の
変

化
が

分
か

り
ま

す
。
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第５次戸田市生涯学習推進計画策定の進捗状況について 

１ 第５次戸田市生涯学習推進計画（案）作成について 

 「第５次戸田市生涯学習推進計画（以下「計画」という。）」は、令和３年

度から７年度の５カ年の計画です。  

計画（案）の作成に当たっては、関係部局等の課長で構成する「第５次戸

田市生涯学習推進計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）」を設置し

たほか、社会教育委員会議でも検討しております。  

また、計画に反映させることを目的に、市民意識調査を実施したほか、ワ

ークショップ形式の市民会議も開催しました。 

 今回の計画（案）の作成に当たり、コンサルタント会社は入っておりませ

んが、目白大学社会学部 大西律子教授、高久聡司准教授に、市民意識調査

の内容や市民会議の開催について、助言・指導等ご協力をいただいておりま

す。 

２ 第５次戸田市生涯学習推進計画策定スケジュールについて 

事　項 内　　容

・調   査   数 ： 個人１，５００、　団体２００
・有効回収率 ： 個人３５．２％、 団体６０．０％

　　（前回３２．３％）（前回５５．０％）
※総合分析結果は別添のとおり

9月28日 第１回策定委員会

・第５次戸田市生涯学習推進計画策定について

・第４次戸田市生涯学習推進計画の進捗状況について（報告）

・市民意識調査結果について（報告）

市民意識調査
6月16日
～30日

日　程

令和２年

報告事項④
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事　項 内　　容

・地域で学ぶとしたら、どんなテーマ？
・「学びたい気持ち」がなかなか実現しないのはなぜ？

ハードルはどこに？
・若い人に防災学習に参加してもらうためには？
・公共施設をどんな風に使ってみたい？！

・生涯学習関連事業の令和元年度実施結果及び令和２年

度事業計画・進捗状況について

・第４次戸田市生涯学習推進計画の進捗状況について

・第５次戸田市生涯学習推進計画の策定について

12月17日 第２回策定委員会

12月25日
第２回
社会教育委員会議

1月21日
令和３年第１回教育
委員会定例会

　1月
市議会  文教・建設
常任委員会

　2月 パブリックコメント

　3月 第３回策定委員会

　3月
第３回
社会教育委員会議

3月19日
令和３年第３回教育
委員会定例会

　3月
市議会  文教・建設
常任委員会

　3月 計画策定

市民会議
（参加者１４名）

10月17日

第１回
社会教育委員会議

10月19日

令和３年

日　程

令和２年

8



【参考】市民意識調査 総合分析
今回の調査から明らかになったことの中で、特徴的なものは以下のとおりで

ある。 

１.学習活動に取り組みやすい環境づくりの必要性  

〇現在の「学習活動」の状況  ◇「活動をしている」が 40.5％

問 あなたは現在（または過去1～2年の間に）文化・趣味・スポーツなど

の活動（学習活動）をしていますか。（1つだけに○印） 

・現在学習活動をしていないが、新たに始めたい活動があると答えた人の割

合：52.4％

・学習活動をしなかった理由としては、仕事や家事が忙しい、きっかけがな

い、経費がかかるなどが挙げられる。

⇒学習活動の阻害要因として、当人の忙しさときっかけのなさが課題。

⇒講座や動画のオンライン配信等をはじめとした、場所を選ばず学習できる

ような環境整備が求められる。また、学習活動を新たに始めたくなるきっ

かけづくりや、学習活動に取り組むことに対する周囲の理解（職場内、家

庭内）を得られるような情報発信や啓発についても取り組むことが必要と

考えられる。

⇒市民大学や公民館講座に関しては、開催日時の分散化や、内容の工夫など

を、世代ごとのニーズに合わせて検討していくことが求められる。

・20～30代では、インターネットを利用しての学習へのニーズが高い一方で、

高齢者にとっては紙媒体やテレビ・ラジオ、対面式での講座に人気がある。 

⇒オンライン化のみに傾倒するのではなく、学習内容を多様な媒体に変換し

て発信するなど、様々な方法での学習が可能となるような工夫が必要であ

る。

活動をしている 活動をしていない 無回答

ｎ （％）

令和 2年度 (457)

平成27年度 (581)

平成22年度 (579) 56.3

49.7

40.5

43.0

50.1

59.3

0.7

0.2

0.2

9



２．社会人の学び直しに対する認識  

〇新たに始めたい「学習活動」の有無 

 

・特に力を入れて行いたい学習活動のスコアを見てみると、英会話やパソコ

ン技能に係る「職業上必要な知識及び技能に関すること」は最も高い。

⇒働く上で必要な知識や技能について学ぶ機会を創出することが求められ

ているといえる。

・受講したい講座の種類の中で「資格取得につながる講座」は 40.3％

・そのうち、男性では 20～ 30代で 58.1％、女性では 20代～ 30代が 72.5％と、

特に若年層において資格取得につながる講座へのニーズが高い。

・現在、職業上必要な知識及び技能に関することを学習している人のうち、

今後の学習方法として大学等に入学して学ぶこと希望しているのは約

15％。それ以外は約85％

⇒教育機関に入学して学びたいという人は一定数いるものの、多くの人がよ

り身近な場所で手軽に学べる形式を希望していることが読み取れる。

⇒「職業上必要な知識や技能に関すること」をテーマとした講座の開設や、

他部署および民間企業等との連携の必要性も考えられる。

ある ない 無回答

ｎ （％）

(457)

(180)

(274)

( 59)

( 75)

( 97)

( 82)

( 63)

( 79)

20～30代 ( 43)

40～50代 ( 73)

60歳以上 ( 64)

20～30代 ( 91)

40～50代 (105)

60歳以上 ( 78)

【性・年齢別】

男

性

女

性

50～59歳

60～69歳

70歳以上

【 年 齢 別 】

20～29歳

30～39歳

40～49歳

全 体

【 性 別 】

男 性

女 性

43.6

67.6

78.0

45.3

49.3

51.2

36.7

54.0

61.0

59.8

74.7

62.7

64.2

48.3

58.2

53.8

31.4

19.8

51.6

49.3

48.8

59.5

44.4

37.8

39.2

24.0

35.6

33.9

50.0

40.0

2.6

1.0

2.2

3.1

1.4

0.0

3.8

1.6

1.2

1.0

1.3

1.7

1.8

1.7

1.8
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３．「生涯学習活動とまちづくり」に対する各世代の認識 

・「学習活動を行うことが住民参加・住民主体のまちづくりの一歩となると

思う」と回答した人は63％。特に20～ 30代においてその回答率は高く、学

習活動とまちづくりの関連性について認識されており、将来のまちづくり

の担い手となることが期待される。  

〇「まちづくりの視点」から参加したい具体的な「学習活動」 

⇒各分野で中心となる世代が存在することが読み取れる。各世代が様々な

視点からのまちづくりに興味を持ち、協働して取り組むためのきっかけ

を、市民大学や公民館講座等を通して提供していくことが求められると

考える。

ｎ
(197)

( 75)
(119)

( 29)
( 33)
( 35)
( 44)
( 33)
( 21)

20～30代 ( 20)
40～50代 ( 32)
60歳以上 ( 23)
20～30代 ( 42)
40～50代 ( 46)
60歳以上 ( 31)

全　　体
【 性 別 】

男　　性
女　　性

【 年 齢 別 】
20～29歳
30～39歳
40～49歳
50～59歳
60～69歳
70歳以上

【性・年齢別】

男

性

女

性

17.8

20.0
16.0

24.1
18.2

11.4
20.5
21.2

9.5

30.0
12.5

21.7
16.7
17.4

12.9

0 20 40 60 80

17.8

13.3
20.2

27.6
33.3

11.4
15.9
15.2

0.0

20.0
12.5
8.7

35.7
13.0
9.7

0 20 40 60 80

14.2

20.0
10.1

10.3
6.1
8.6

18.2
21.2
23.8

15.0
12.5

34.8
4.8

13.0
12.9

0 20 40 60 80

13.2

18.7
10.1

17.2
12.1
11.4

6.8
18.2
19.0

15.0
18.8
21.7

14.3
2.2

16.1

0 20 40 60 80

13.2

17.3
10.9

3.4
15.2
17.1

9.1
21.2

14.3

10.0
18.8
21.7

9.5
8.7
16.1

0 20 40 60 80

2.5

2.7
2.5

0.0
3.0
0.0
6.8
3.0
0.0

5.0
3.1
0.0
0.0
4.3
3.2

0 20 40 60 80

□障害者や高齢
者、外国人住
民などの支援
に関する活動

(%)

□国際交流に
関する活動

(%)

□防犯・防災
活動

(%)

□地域の伝統
行事や歴史の
継承に関する
活動

(%)

□地域の環境
保全に関する
活動

(%)

□その他

(%)

ｎ
(197)

( 75)
(119)

( 29)
( 33)
( 35)
( 44)
( 33)
( 21)

20～30代 ( 20)
40～50代 ( 32)
60歳以上 ( 23)
20～30代 ( 42)
40～50代 ( 46)
60歳以上 ( 31)

全　　体
【 性 別 】

男　　性
女　　性

【 年 齢 別 】
20～29歳
30～39歳
40～49歳
50～59歳
60～69歳
70歳以上

【性・年齢別】

男

性

女

性

37.6

49.3
31.1

58.6
33.3
40.0
38.6

30.3
23.8

55.0
53.1

39.1
40.5

30.4
19.4

0 20 40 60 80

23.9

25.3
22.7

24.1
39.4

22.9
22.7

15.2
14.3

30.0
25.0
21.7

33.3
21.7

9.7

0 20 40 60 80

23.4

14.7
28.6

31.0
33.3

11.4
34.1

15.2
9.5

30.0
9.4
8.7

33.3
32.6

16.1

0 20 40 60 80

22.8

26.7
19.3

20.7
30.3

17.1
27.3

18.2
19.0

40.0
21.9
21.7
19.0
21.7

16.1

0 20 40 60 80

20.8

20.0
21.8

20.7
21.2

14.3
20.5
18.2

38.1

20.0
15.6

26.1
21.4
19.6
25.8

0 20 40 60 80

19.3

24.0
16.0

17.2
18.2

14.3
18.2

30.3
14.3

25.0
25.0
21.7

14.3
10.9

25.8

0 20 40 60 80

□スポーツ・
文化活動

(%)

□地域の子供の
ためのレク
リエーション
活動や自然
体験活動など

(%)

□子育て・育児
を支援する
活動

(%)

□学校の環境整
備（花壇の
整備など）や
教育活動を
支援するなど、
地域が学校と
協働する活動

(%)

□地域の祭りや
運動会など、
地域の行事に
関する活動

(%)

□地元の観光や
産業の活性化
に貢献する
ような活動

(%)
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